
補償内容のこ説明

種類

保険金
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場含

傷保
害険
死金
亡

責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされ、事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の金額をお支払しヽします。ただ
し、すでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引しヽてお支払
いします。

●故意または重大な過失
0自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他こイ1らに類似の事変 (テロ行為を除きます。)、

核燃料物質等
0無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、

シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ
る状態での運転

●妊夕辰、出産、早産または流産
0脳疾患、疾病または心神喪失
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で医

学的他覚所見のないもの(傷害後遺障害保険金のみ)

0自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに
準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故   など

傷 保
害 険
後 金
遺
障
害

責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされ、事故の発生の日からその日を
含めて180日 以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の
4%～ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期
間を通じ、傷害後遺障害保険金額を限度とします。

療

救
援
費
用
保
険
金

次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額
とし、ケガまたは病気等の事由の発生1国につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
【治療費用部分】
被保険者が以下の①～③のいずイ1かに該当したことにより、以下のア ～キ 等の費用は1)

のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額鰈りをお支払いします。ただし、①に該当
した場合は事故の発生の日から、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した日か
らその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。
<お支払対象となる場合>
■傷害治療費用
①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医自市の治療を受けた場合
■疾病治療費用
②責任期間中に発病した病気 (※ 9または責任期間終了後フ2時間以内に発病した病気によ

り、責任期間終了後フ2時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、責任
期間終了後フ2時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したも
のにかぎります。

③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を
含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合

(※ 1)国 内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただ
し、健康保険・労災保険および海外における同様の制度等により直接支払う必要のな
い費用は除きます。以下同様とします。

(※ 2)カイロプラクティッ
`フ

、鍼 (は り)または灸 (きゅう)の施術者による治療のために支出し
た金額は対象になりません。

(※ 3)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合 (既往症や持病)等は、被保
険者の自覚の有無を問わず対象になりません。ただし、疾病に関する応急治療・救援
費用をセットした場合、対象になることがあります。

(注)病気の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診
断によります。以下、治療・救援費用において同様とします。

<お支払対象となる主な費用>
ア 医師またIよ病院に支払つた診察費・入院費等の費用
イ 義手および義足の修理費 (ケガの場合のみ)

ウ 入院または通院のための交通費
工 治療のために必要な通訳雇入費
オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
力 a入院により必要となった国際電話料等通信費

b入院に必要な身の国り品購入費 (5万円を限度とします。)

ただし、1回のケガまたは1回の病気につき、abを合計して20万円を限度とします。
キ 当初の旅行行程を離脱したことで必要となつた当初の旅行行程に復帰または直接帰国

するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予
定していた金額は差し引いてお支払いします。                など

【救援費用部分】
被保険者が以下の①～②等のいずれかに該当したことにより、以下のア.～力 等の費用のう
ち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が呪実に支出した金額をお支払いします。
<お支払対象となる主な場合>
①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされ、継続して3日以上入院された場合
②責任期間中に発病した病気 (妊娠、出産、早産、流産またIよ こイ1らに起因する病気および

歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院された場合。ただし、責任期間中
に医師の治療を開始していた場合にかぎります。

③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合
④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
⑤責任期間中の急激かつ偶然な外来の夢故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生

また|よ行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
⑥病気または妊娠、出産、早産、もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場合
⑦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内

に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治
療を受けていた場合にかぎります。                      など

<お支払対象となる主な費用>
ア 遭難した被保険者を捜末、救助または移送する活動に要した費用
イ 救援者(※ 1)の現地僚分までの航空機等の往復運賃 (救援者3名分を限度とします。)

ウ 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の
~各

室料 (救援者3名分を限度
とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)

工 治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻
しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用部分で支払わ
れるべき費用は差し引いてお支払しヽします。

オ.a救援者の渡航手続費
b救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
ただし、治療費用部分で支払わイ1る費用を除き、a～cを合計して20万円を限度とします。

力 被保険者が死亡した場合の遺体処理費用 (100万 円を限度とします。)および現地から
自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定してしヽ
た運賃等は差し引しヽてお支払いします。                   など

(※ 1)現地へ赴く被保険者の親族 (こイ1ら の方の代理人を含みます。)を しヽいます。
(※ 2)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。

`傷

害治療費用部分】
0故意または重大な過失
0自殺行為、犯罪行為または闘争行為
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他これらに類似の事変 (テロ行為を除きます。)、

核燃料物質等
0無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、

シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ
る状態での運転

●妊娠、出産、早産または流産
0頸 (け い)部症候群 (いわゆる「むちうち症」)、 B要痛等で

医学的他覚所見のないもの
0自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これら

に準ずるものおよびイ東習を含みます。)の間の事故
●脳疾患、疾病または心神喪失         など
【疾病治療費用部分】
●故意または重大な過失
0自殺行為、犯罪行為または闘争行為
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他これらに類似の事変 (テロ行為を除きます。)、

核燃料物質等
0妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気
0歯科疾病
0頸 (け い)部症候群 (い わゆる「むちうち症」)、 腰痛等で

医学的他覚所見のないもの         など

【救援費用部分】
●故意または重大な過失
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反

乱その他これらに類似の事変 (テロ行為を除きます。)

核燃料物質等
0無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 (いずれも

事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケ
ガにより死亡された場合を除きます。)

0自殺行為、犯罪行為または闘争行為(責任期間中に被
保険者が自殺行為を行つた場合で、その行為の日から
その日を含めて180日 以内に死亡されたときを除き
ます。)

0麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれ
がある状態での運転

0妊娠、出産、早産、流産またはこれら1こ起因する病気に
よる入院

0歯科疾病による入院
0頸 (け い)菩Б症候群 (いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で

医学的他覚所見のないもの         など
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種類

保険金
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

疾
病
に
関
す
る
応
急
,台

療

救
援
費
用
保
険
金

次に掲げる費用のうち、現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な
額とし、病気等の事由の発生1回につき、300万円 (治療・救援費用保険金額が300万円を
下回る場合は治療・救援費用保険金額)を限度とします。
【治療費用部分】
責任期間中に既往疾病の急激な悪化隊)により医師の治療を受けた場合、治療・救援費用の

【治療費用部分】に記載の保険金をお支払しヽします。
〔救援費用部分I

責任期間中に既往疾病の急激な悪化儀)に より3日以上続けて入院さイlた場合、治療・救援
費用の【救援費用部分】に記載の救援費用をお支払いします。
(※ )海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上

払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(注 1)医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用にかぎリ

ます。また、住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)

帰着後にかからた費用はお支払いの対象になりません。
(注2)下記の費用等はお支払いの対象になりません。

黎伝窪島語豊君2翠襦繰 I野寮想鋪動燿概乙筆る龍薪袈
iy磐)勢1鞘繕保麟機船藁舞

イ
爺蘇鮪浮斃縫康

烈綿 亀罷畢術甥院 を者乱卍」磁芝甚躍梶緒握雇黒挙略醒嚢桑昴璧皇嚢
:上の形成手術等に関わる費用 ◇不妊治療その他妊娠促造管理に関わる費用    など

|

●責任期間終了後に既往疾病の治療を開始した場合
0既往疾病の治療または症状の緩和を目的とする旅行

であつた場合
●海外旅行開始前において、被保険者が渡航先の病院

または診療所で医師の治療を受けることが決定して
いた場合                 など

○上記のほか、治療費用・救援費用それぞれについて、
【疾病治療費用部分】および【救援費用部分】のイ呆険金
をお支払いできない事由を適用します。

疾
病
死
亡
保
険
金

以下の①～③のいずれかに該当した場合、疾病死亡保険金額の金額をお支払いします。
①責任期間中に病気により死亡された場合
②責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後フ2時間
以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡
された場合。ただし、責任期間終了後フ2時間を経過するまでに医師の治療を開始し、そ
の後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。

③責任期間中に感染した特定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて
30日以内に死亡された場合

●故意または重大な過失
0自殺行為、犯罪行為または闘争行為
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他こイ1らに類似の事変(テロ行為を除きます。)

核燃料物質等
●妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気
●歯科疾病                 など

賠
償
責
任
保
険
金

責任期間中に偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物 (宿泊施設の客室
宿泊施設のルームキー、賃貸業者から被保険者または契約者が賃借した旅行用品等を含
みます。)を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負つた場合に、損害賠償
金および費用 (訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。

ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は、賠償責任保険金額を限度とします。
(注 1)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律

上の損害賠償責任を負つたときも損害賠償金をお支払いします。
(注2)賠償金額の決定には、事前に損保ジヤパンの承認を必要とします。
(注3)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンに

ご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

●故意
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その
他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、 核燃料物質等

●被保険者の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に
対する損害賠償責任

●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
0心神喪失に起因する損害賠償責任
0航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起

因する損害賠償責任
0被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もし

くは紛失について、その財物について正当な権利を有
する者に対して負担する損害賠償責任隊)

(※ )次の損害に対する損害賠償責任|よお支払いの対象となります。
・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(宿泊施設のルームキー、
客室外のセイフティ飛ックスのキーを含みます。)に与えた損害

・居住施設内の部屋、部屋内の動産(建物またはマンションの
戸室全体を賃借している場合を除きます。)に与えた損害

・賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り
入れた旅行用品または生活用品に与えた損害 など

携
そ手
品
損
害
保
険
金

責任期間中I が盗難・破損 受けた場合、

は被保険者 に無償で借り入イlた身の回り品
をいいます。ただし、旅行の有無に 的で借りているもの、居住施設
内は)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まイlません。
(※ )「居住施設内」とは宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、居住施設が一

戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住して
いる戸室内をいいます。

:◇羽金、小切手 ◇クレジットカード、自動車,原動機付自転車以外の運転免許証、定期券 ◇コ
:

:ンタクトレンズ、義歯 ◇船舶、自動車、原動機付自転車 ◇動物、植物 ◇稿本、設計書 ◇商i

舞器靭 ム鋳築際易的8そ田瓢画彙異靭醒議穐 孫
:9とす細 だ憲稼焉貫

る間のその運動のための用具およびウインドサーマ悉とi

(注 2)円寺価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月によ
る消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。

(注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用 (宿泊費・交
通費等を含みます。)をお支払いします。

(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付
した再発給手数料をお支払いします。

●故意または重大な過失
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他これらに類似の事変 (テ ロ行為を除きます。)、

核燃料物質等
0無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、

シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ
る状態での運転による損害

0携行品の欠陥、また|よ 自然の消耗、性質によるさび・変
色、機能に支障をきたさない外観の損害

0置き忘れは)または紛失
0偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故また

は機械的事故
0国等の公権力の行使。ただし、火災消防あるしヽは避難
処置による場合や、空港等における安全確認検査等に
おいて手荷物にかけていた錠が壊さイlた場合を除き
ます。                    など

(※ )保険の対象を置いた状態でその事実または置いた
場所を忘れることをいいます。

旅緊
行急
事費
故用

保
険
金

責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故は1)の ため、被保険者が責任期間中に負担を余儀
なくされた次の費用(※分を保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額を限度としてお支払
いします。ただし、力 身の回り品購入費につしヽては、別途、旅行事故緊急費用保険金額の2
倍を保険期間中のお支払いの限度とします。
<お支払対象となる主な費用>
ア 交通費     イ.宿泡施設の客室料

●故意、重大な過失または法令違反
0自殺行為、犯罪行為または闘争行為
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その
他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、 核燃料物質等

0地震(噴火またはこれらによる津波
0無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、



保険金
種類

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

緊
急
費
用
保
険
金

旅
行
事
故

ウ 国際電話料等通信費     工 渡航手続費 (旅券E日紙代、査証料、予防接種料等)

オ 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることがで
きなかつたサービスの取消料、違約料

力.身の回り品購入費(航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到デロ三が6時間を超
えて遅れたときに、目的地への到着後、96日寺間以内に負担した費用にかぎります。) など

(※ 1)予期せぬ偶然な事故は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者 (ツ

アーオペレーターを含みます。)により、その発生の証明がなされるものにかぎります。
(※ 2)社会通念上妥当な額とします。
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故

損害額の証明書類をお持ち帰りください。

シンナー等により正常な運転ができないおそれがある
状態での運転による損害

●妊娠、出産、早産、流産またIよ これらに起因する病気
0歯科疾病
0頸 (けい)部症候群 (い わゆる「むちうち症」)、 腰痛等で

医学的他覚所見のないもの
0運行時亥!が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
●危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、

ハンググライダー搭乗等)、 自動車等の乗用具による競技・試
運転、航空機操縦等を行つている間に生じたケガ   など

遅
延
等
費
用
保
険
金

航
空
機
寄
託
手
荷
物

航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的
地への到着後、96時間以内に購入した旅行中に使用する衣類・生活必需品の費用およびやむを
得ず必要となった身の回り品の費用を1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。
(注 1)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。
(注 2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事

故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。

●故意、重大な過失または法令違反
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
舌しその他これらに類似の事変 (テロ行為を除きます。)、

核燃料物質等
0地震、噴火またはこれらによる津波      など

航
空
機
遅
延
費
用
保
険
金

被保険者が責任期間中に以下<お支払対象となる主な場合>のいずれかに該当し、被保険者がそ
れぞイ1の地でI見実に支出した次の費用係)を 1回の事故につき2万円を限度としてお支払いします。
(※ )社会通念上妥当な額とします。
<お支払対象となる主な場合>
①搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備

による塔乗不能または被保険者が塔乗した航空機の着陸地変更により、6日寺間以内に代
替機を利用できない場合

②搭乗した航空機の遅延 (被保険者が塔乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険
者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によつて、乗継予定航空機に搭乗できず、
乗継地への至」着時亥」から6日寺間以内に代替機を利用できない場合       など

(注)上記①は出発地 (着陸地変更の場合はその着陸地)、 ②は乗継地において負担した費
用にかぎります。

<お支払対象となる主な費用>
ア 宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを

予定していたが、提供を受けることができなかつた旅行サービスの取消料
イ 交通費 (宿泊施設への移動に要するタグシー代等の費用またはその航空機の代替とな

る他の交通手段を利用した場合の費用)                 など
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、

損害額の証明書類をお持ち帰りください。

●故意、重大な過失または法令違反
0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
舌しその他これらに類似の事変 (テロ行為を除きます。)、

核燃料物質等
0地震、噴火またはこれらによる津波      など

一時
帰
国
中
補
償
特
約

保険期間中に被保険者が一時的に帰国した場合であつても、旅行行程中とみなし、ご契約された傷害死亡保険金、傷害後潰障害保険金、治療・救援費用保
険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任保険金をお支払しヽします。一時帰国中の補償期間は以下のとおりとします。
①居住者…入国手続きをした日の翌日を起算日として30日間    ②非居住者…入国手続きをした日の翌日を起算日として90日 間
(注 1)居住者りに居住者の判定は、「外国為替及び外国貿易法」の定義によることとし、次のとおり取り扱います。

・居住者とは、その住所または居所を本邦内に有する者をいいます。
・非居住者とは下記の者をいいます。
ア・外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者    イ2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

(注 2)帰 国期間が上記期間を超える場合、超過日数に対してはお支払いの対象外となりますが、再出発の際は出国手続きを完了した時からその契約
が自動的に有効となります。

(注 )すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金を支払うべきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。

く用語のこ説明>

用  語 定  義

医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像機査等により認められる異常所見をいいます。

既往疾病 責任期間開始前に発病し、医師の治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。

親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。

責任期間 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。

他の保険契約等 海外旅行総合保険、新・海外旅行保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

テロ行為 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

特定の感染症

コレラ、ベスト、天然痘、発疹 (しん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、 エボラ出血熱、クリミア コンゴ出血熱、マールブルグ
病、コクシジオイデス症、デン蜘 、顎口虫(がっこうちゅう)、 ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフ
ルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レブトスピラ症をいいます。

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

旅行行程 海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。

こ契約時における注意事項

<商品の仕組み>
海外旅行総合保険は、海外旅行総合保険普通保険約款に各種時約をセットしたものです。

<申込書のご記入にあたっての注意点 (告知義務等)>
■申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで

■詠 訟 な楡 者日よ告知事輝 刈 に水 事実を正に 略
いただく義務(告知義務)があります。
(※ )「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項と

することによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約
等に関する事項を含みます。

<告知事項> この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の生年月日 ★旅行行程中に従事する職業・職務
★現在の既往症や持病等の健康状態 ★現在の日本国外における居住

(永住権または市民権を持って居住されていることをいいます。)の有無
★他の保険契約等の加入状況

■口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはな
',ま

せん。
■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入さ

れた場合は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。

<死亡保険金受取人の指定について>
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定める場合
は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を
死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入について
ご家族等に対し説明していただくようる伝えください①

<ど契約者以外に保険の対象となる方がいらっしゃる場合>
ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレット1こ記載した内容を
お伝えください。また、ど契約内容について、ど家族に文、すし説明していただくようお伝えください。

<保険期間について>
保険期間は、1年以内(旅行の目的が「商用」「留学」の場合は2年以内)で旅行
行程にあわせて設定してください。保険期間中であっても、旅行行程開始前および
旅行行程終了後に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
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<保険料について>
■保険料は保険金額、保険期間等により決定されます。なお、旅行先で危険なスポーツ(た とえば
ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんツヽンググライダー搭乗等)等をされる場合は所
定の割増保険料が必要です。あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいていない場
合、保険金を減額することや、お支払いできないことがあります。最低保険料は1,000円 です。

■保険料の払込方法は、ど契約と同時に金額をお支払いいただく一時払等とな
',ま

す。

事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について
確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。

<補償重複について>
補償内容が同様のご契約(/1が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が
重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれ
か一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補
償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償,特約の要否をご判断ください。
(※ )海外旅行総合保険以外のごオ契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>

<保険金額について>
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。
公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www fsa so巧 p/Ordinary/insurance‐ portal htmi)等をご石窪認ください。

<ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について>
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐ
とともに、保険金の適正なる支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する

<保険証券>
保険証券は大切に保管してください。なる、ご契約締結後1か月を経過しても保険証券
が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会くださしち

<契約締結後における留意事項 (通知義務等)>
(1)職業または職務を変更された場合

保険証券等言E載の職業または職務を変更された場合(新たに狂,晩業に就かれた場合
または職業をやめられた場合を含みます。)は、ど

'契
約者または被保険者には、遅滞な

く取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
日変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の
計算により算出した額を返違または請求します。追加保険*|の お支払いがなかった場合やご通
知がなかった場合は、ど契約を角7除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。

■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。この
ため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた
場合は、ご契約を解除いたしますので、あらかじめご了フ了くください。ど契約が解除に
なった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が
生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

ブロボクサー、プロレスラー、国―ラーゲーム選手 (

力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有
レフリーを含みます。)、

する職業

(2)住所または通知先を変更された場合
保険証券等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャ
パンまでご通知ください。ご通知がない場合、重要なわ知らせやご案内ができないことにな′ります。

(3)上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。

(4)重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者また
は保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた
場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。

<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ど契約者に対し、この保険契約(そ の被保
険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保l父者から解除のお申し出が
あった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお
手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

<解約と解約返れい金>
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパシにお申し出ください。なお、解約に際しては、ご契約1キの条件に
よt,、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。また、返還
されるl呆険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額となヤ)ますので、ど注意ください。

<保険会社破綻時の取扱い>
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に
照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が
行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期
間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経
営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(た だし、破綻時から3か月までに
発生した事故による保険金は全額)が補償されます。

<複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受
保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業
務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単
独別個に保険契約上の責任を負います。

匡∋損保ジVゞンマベ ージ 損保ジャパン マイベージ

<個人情報の取扱いについて>
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパ
ンの取り扱う商品。各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)

のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、
グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を合みます。)に提供等を行う場合があり
ます。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、
法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細 (国 外在住者の個人情報を含みます。)については損保
ジャパン公式ウェブサイト(httpα 〃www sompo」 apan COttp/)を ご覧いただくか、取扱代理
店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

<代理店の役割について>
取扱代理店は損保ジャバンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料
の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理
店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとな|)ます。

保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日

本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合
Iよ 、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができ諜す。

【一般社団法人日本損害保険協会 そんばADRセンター】   ◆おかけ間違いにご注意ください。

證 ,0570‐022808 <通話料有料>
〔受付時間】平日「午前9R寺 15分～午後5日寺(上 ,日・祝日・年末年始は休業)

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(hips〃 WWW SonpO Orip/)

商品に関するお問い合わせは、取扱代理店または損保ジャバン営業店までお問い合わせください。

生靭
https:〃 l′卿 w.sompottapan.co.jp/mypage/

こんな便利な  ◆契約内容・事故対応状況のこ照会
機能が使えます。◆お取引のある代理店への保険相談

(注 )マ イベージは、個人のお客さま専用のサービスです。また、マイベージの各種機能は、ど契約の内容によって
は対象外の場合があります。マイベージについては損保ジャバン公式ウェブサイトをご覧ください。

お害さま向 Iサインターネットサービス

鵡
■保険金をお支払いする事由が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金をお支払いする事由の発生の日からその日を含めて30日 以内に
ご通知がない場合は、保険金の金額または一部をお支払いできないことがあります。

■賭僧責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を彙担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。
事前に損保ジャバンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあ

')ま
す。

(注 )示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことにな
',ま

す。
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ど親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

★このパンフレット|よ「海外旅行総合保険」のl'児 要を説明したものです。詳しい内容につきましては、ポケットガイド(ど 契約のしおり,約 款集)等 をご覧ください。
なお、ど不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

e損 害保険ジヤ′《ン株式会社
懃 覇 線 肇儡 笥瑶

登録番号 T2490001001013
TEL 088-825‐ 4334 FAX 038-825-3068

〒1608338 東京都新宿区西新宿1-26-1

〈連絡先〉 https:〃www sompo― japan co jP/contact/

SOMPO

SOMPOグループの一員です。

(S」 24-51017202463)18220-01(24050288)3η 9150-0600


